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守谷市教育委員会定例会 令和７年６月 

 

１ 日  時 令和７年６月２５日（水） 午後３時３０分～ 

 

２ 場  所 守谷市役所 庁議室 

 

３ 出席者 教育長   奈幡 正 

教育長職務代理者 河原 健 

  教育委員  椎名 和良 

  教育委員  辺見 芳宏 

  教育委員  萩谷 直美 

 

４ 欠席者 なし 

 

５ 説明のための出席者 

  教育部長   小林 伸稔 

  教育部参事   直井 健治 

  学校教育課長   藤沼 重信 

  教育指導課長   鈴木 優子 

  給食センター長  松井 貫太 

  中央図書館長   平塚 恭子 

  事務局員        １名 

 

６ 傍 聴 人 なし 

 

１ 開会宣言       教育長 

 

２ 会議録署名委員の指名 教育長 

 

３ 議決事項       教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 午後1時30分開会を宣言 

 

 会議録署名人に萩谷委員を指名する。 

 

 議案第38号「守谷市英語検定料補助金交付要綱

の一部改正について」説明を求める 

 

 守谷市では、公益社団法人日本英語検定協会が

実施する実用英語技能検定、以下、英検と言いま

す。こちらを受験した際の検定料につきまして、

児童生徒の学習意欲向上と保護者の経済的負担
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教育長 

 

 

 

の軽減を目的に、検定料の半額を補助する制度を

守谷市英語検定料補助金交付要綱に基づき、令和

２年度から実施しております。 

 本案は、この英検につきまして、令和７年度か

ら、従来の２級と準２級の間に準２級プラスとい

う級が新設されたことを受けまして、準２級プラ

スへの補助金支給のために必要な要綱の一部改

正を行うものとなります。 

 具体的な改正内容ですが、議案書２ページ目の

新旧対照を御覧ください。 

 そちらに記載したとおり、本要綱第４条第１項

の３行目、２級と準２級の間に準２級プラスを加

えるものとなります。 

 新設された準２級プラスですが、日本英語検定

協会の説明によりますと、高校上級程度のレベル

とのことです。 

 令和７年度の検定料については、守谷市が補助

の対象としている一次試験を準会場、学校の中で

受ける場合ですと6,400円ということですので、

補助金額としては、その半額ということで3,200

円になります。金額自体は、級によって変わって

きます。 

 令和７年度の英検については、既に第１回目、

検定の１次試験が５月から６月にかけて行われ

ておりますが、今回の改正は、令和７年度に受験

した検定から適用することとしておりますので、

第１回目検定も補助の対象となります。 

 なお、本要綱で対象となるのは、市内に住所を

有する小・中学生の保護者であり、検定の合否に

関係なく、同一年度内で児童生徒１人につき１回

のみ補助を受けることができます。 

  

第38号議案「守谷市英語検定料補助金交付要綱

の一部改正について」採決を行う。 

 

全員賛成〔原案どおり可決した〕 
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教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案第39号「守谷市学校運営協議会委員の委嘱

について」説明を求める。 

 

 本案は、愛宕中学校区において、学校と地域住

民等が協力して学校運営に取り組むコミュニテ

ィ・スクール、学校運営協議会制度です。こちら

のさらなる充実を図るため、守谷市学校運営協議

会設置運営規則、以下、運営規則と言います。こ

ちらの第４条に基づき、新たに学校運営協議会委

員を委嘱するものです。 

 愛宕中学校、守谷小学校、郷州小学校が対象と

なる愛宕中学校区においては、これまで学校運営

協議会は組織されておりませんでしたが、今回、

委員の委嘱を行うことでコミュニティ・スクール

を具体的に推進していく体制が整うこととなり

ます。 

 委嘱する委員については、運営規則第４条にお

いて、人数は20名以内で、１保護者、２地域住民、

３対象学校の運営に資する活動を行う者、４対象

学校の校長、教頭、その他教職員、５学識経験者、

６関係行政機関の職員、７その他教育委員会が適

当と認める者の中から教育委員会が委嘱すると

いうことになっております。 

 今回委嘱する方を議案書１ページ目に記載し

てございます。 

 委嘱区分ごとに見ていきますと、保護者の枠と

して、対象校のPTA会長又は副会長。２の地域住民

の枠として、当該地域のまちづくり協議会の役員

等及び児童委員。３番対象学校の運営に資する活

動を行う者の枠としまして、対象学校の学校運営

協力員。４対象学校の校長、教頭、その他教職員

は記載のとおりとなっております。 

 委員の任期なのですが、昨日、修正した議案書

をお送りさせていただいたところなのですが、運

営規則の第５条によりまして、任期は２年とされ
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椎名委員 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

ております。 

 今後のことを考えますと、年度単位で任期を区

切ったほうが望ましいのではないかというふう

に思いますので、令和７年４月１日に遡って委嘱

を行いまして、そこから２年間ということで、令

和９年３月31日までの任期、委嘱期間としたいと

考えております。 

 委嘱後の活動スケジュールについては、現時点

で、７月中に教育委員会事務局内で運営協議会開

催に向けた打合せや準備作業を行いまして、８月

に第１回の運営協議会を開催するようなことで

進めていきたいと考えております。 

 なお、学校運営協議会についての事務局なので

すが、令和６年度までは生涯学習課が担当してお

りましたが、令和７年度からは学校教育課が担当

になっています。 

  

 一つだけ。生涯学習課から学校教育課に移った

ということは、社会教育指導員さんたちは、この

組織のサポートは、これからはしていかない形

か。 

 

 いえ、そんなことはなく。本当に事務的な答え

だと、事務局が学校教育課になったということで

す。 

 

 地域と学校とのパイプ役は生涯学習課がやっ

て、これは学校内で方針を決めたいという部分な

ので、それはこっちがやる。役割分担をちょっと。

今まで、それを一緒くたに生涯学習課でやってい

たのですけれども、やっぱり人員的なところであ

ったりとか大変なので、そこはちゃんと役割分担

を分けましょうということです。 

ただ、連携は当然やりますので大丈夫です。 

 

 議案第39号「守谷市学校運営協議会委員の委嘱



5 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について」採決を行う。 

 

全員賛成〔原案どおり可決した〕 

 

 議案第40号「守谷市立黒内小学校通学区域地域

検討部会委員の委嘱について」説明を求める。 

 

 本案は、現在、過大規模校となっている黒内小

学校につきまして、守谷市立小・中学校適正配置

基本方針で示しております学校規模を適正規模

に近づけるための方策を協議するための場とし

て、守谷市通学区域地域検討部会設置要綱、以下、

設置要綱と言います。こちらに基づきまして、守

谷市立黒内小学校通学区域地域検討部会の委員

を新たに委嘱するものです。 

 委嘱する委員につきましては、設置要綱第３条

において、人数は15名以内で、１当該校PTA役員。

２学校運営協議会委員。 

 ただし、こちらについては、当該校におきまし

て学校運営協議会が発足していない場合は、当該

校の通学区域の住所を優先に、学校の運営に資す

る活動を行う者ということになっております。 

 ３として当該校学校長。４その他教育委員会が

必要と認めた者の中から教育委員会が委嘱する

ことになっております。 

 委嘱区分ごとに見ていきますと、当該校PTA役

員の枠としては、黒内小学校のPTA会長及び本部

役員。 

 ２、当該学校の運営協議会の枠として、黒内小

学校では、まだ学校運営協議会が発足しておりま

せんので、学校運営に資する活動を行う者とし

て、黒内小学校の学校運営協力員のお二人。 

 当該校学校長として、黒内小学校校長に委嘱す

ることとしております。 

 さらに、４のその他教育委員会が必要と認めた

者につきましては、次のような考えに基づき委嘱
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をしたいと思っております。 

 まず、黒内小学校が守谷中学校区に属すること

から、守谷中学校長に委嘱を行います。 

 次に、教育における専門的な立場からの意見等

を期待しまして、学識経験者として筑波大学の人

間系の教授に委嘱を行います。 

 さらに、本地域検討部会では通学区域の変更を

議論する可能性が非常に高いことから、その対象

区域になると思われる地域の方にも参画してい

ただくべきと考えまして、具体的には、土塔新山

町内会、土塔本町町内会、原本町、ひがし野自治

会、ひがし野四丁目自治会の各代表に委嘱を行い

たいと考えております。 

 この町内会、自治会の代表につきましては、そ

れぞれの団体に対して委員の推薦依頼を行いま

して、推薦のあった方を本会の委員として挙げて

おります。 

 ただし、原本町とひがし野自治会に関しては、

一旦依頼はしたのですが、現時点では推薦者とい

うのをいただけていませんので、引き続き推薦依

頼を行っていきますので、今のところは、この２

地区については、欠員ということになっておりま

す。 

 委員の委嘱の期間なのですが、慎重かつしっか

りした議論ができるよう、ある程度長い期間が必

要と考えられますので、令和９年３月31日までと

しております。 

 本地域検討部会では、黒内小学校の学校規模を

適正規模に近づけるための方策を検討していた

だく予定です。 

 既にスクールバスを活用した特定地域選択制

度など実施している方策もございますが、これら

に加え、先ほども申し上げた黒内小学校の通学区

域の変更に関することや、また、現状たくさんの

児童が同じ学校に通っているということで、黒内

小学校の通学路の安全確保に関することなどに
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辺見委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

椎名委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

教育長 

ついても、検討いただきたいというふうに考えて

おります。 

 委嘱後の活動スケジュールについてですが、現

時点では、まずは７月中に第１回目の検討部会を

実施したいと考えております。 

  

 定員は15名以内ですよね。実際のところ10名と

いうことで、これから進めていくに当たって、ち

ょっと少ないのかなという気がするので、ぜひ今

後も、原とひがし野、この二つの欠員のところは

継続して依頼をしてほしい。これで見ると、欠員

というと反対しているのかなというような、そう

いうニュアンスにも取られそうなので、ぜひ大変

でもよろしくお願いします。 

 

 承知しました。御推薦いただけなかったのは、

皆さん、お仕事とかがあって、なかなか難しいと

いうところが多かったようですので、そこは引き

続き交渉してまいりたいと思います。 

 また、15名以内ということですので、審議の状

況によっては、さらに追加というようなことも考

えられるのかなと思いますので、そこは審議の検

討の状況を見ながら対応していきたいと思いま

す。 

 

 私も気になったのは、欠員というところを今後

ぜひ入れてほしい、大事な地区ですので、お願い

したい。 

 

 当然、検討の会議自体は公開でやっていくこと

が基本となりますので、情報提供はもちろんして

いきたいと思いますし、なるべく実際の委員とし

て参画していただけるようにしていきたいと思

いますので。 

 

議案第40号「守谷市立黒内小学校通学区域地域検
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教育長 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育指導課長 

 

 

 

 

 

 

討部会委員の委嘱について」採決を行う。 

 

全員賛成〔原案どおり可決した〕 

 

 議案第41号「守谷市地域学校協働活動推進員の

委嘱について」説明を求める。 

  

 本案は、愛宕中学校区におけるコミュニティ・

スクール設置準備会を経て、当該校区におきまし

て特色ある地域学校協働活動の推進を図るため、

地域と学校との連絡調整、それから情報共有や協

働活動の企画、調整、運営等を行う地域学校協働

活動推進員を委嘱するものでございます。 

 ３名とも学校長からの推薦によるもので、既に

学校の運営に協力していただいている方々でご

ざいます。 

 また、１番の岡田氏におきましては、郷州小学

校、それから愛宕中学校のPTA会長を歴任してお

りまして、学区の状況、課題等十分に把握されて

いる人材でございます。 

  

 議案第41号「守谷市地域学校協働活動推進員の

委嘱について」採決を行う。 

 

全員賛成〔原案のとおり可決した〕 

 

 議案第42号「守谷市立教職員の表彰に関する要

綱の制定について」説明を求める。 

 

 本案は、勤務成績が優良で、地道な努力を重ね

優れた教育実践を行っている教職員を表彰する

ために必要な事項を定めるものです。 

 今般、学校教育には、教職員のさらなる指導力、

資質の向上が求められていることから、教科指導

はもとより、児童生徒指導、特別支援教育など

様々な場面で教育効果を上げている教職員を表
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辺見委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彰し、その努力に報いることで教職員及び学校全

体の教育力の向上につなげるとともに、保護者、

地域などからの学校教育への信頼へも応えるも

のといたします。 

 対象者、表彰の基準、選考、決定方法及びスケ

ジュール等につきましては、別添の参考資料を御

覧ください。 

  

 過去で言うとスーパーティーチャーみたいな

県でやっていた事業、優秀教員の事業とか、そう

いうのに近いものがあると思う。県でやっていた

事業を見ると、管理職登用の対象外の方がなって

いるような事例が割と長くあったが、今回は、そ

ういうものは当然載っていないと思うし、いいと

思うが、これは何か表彰するというきっかけはあ

ったのか。 

 

 意図としましては、例えば、今お話に上がりま

した県での表彰、TOTであるとか優秀教員という

のは、例えば論文などで優秀であるとか、公に陽

が当たったところでスポット的に、やっぱり優秀

だと誰もが認めるような、そういったところでの

選定基準というのがあると思います。 

 ですが、実際のところは、御年輩の先生であっ

ても、本当にそういったものではスポットを浴び

なかったかもしれませんけれども、日々の教育活

動において、地道に、例えば子供たちに寄り添い、

そして先生たちを鼓舞し、そして教育活動の質を

上げてきた教職員というものは、多数、守谷市で

はおられます。 

 ですので、そういった方の御努力ですとか、そ

れまでの功績をたたえるといったところで、県で

求めている、県で表彰しているものとは、また要

綱のほうも変えまして、枠組みとしては広い捉え

で、すばらしい教職員を広く認め、励ましていく

という意味で設定したものでございます。 
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辺見委員 

 

 

椎名委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育指導課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

椎名委員 

 

 

 趣旨はすごくいいと思う。選考するのが大変だ

なと、教育長をはじめ指導課長が大変だなと。 

 

 県の優秀教員表彰制度、いわゆるティーチャー

オブティーチャーズというのは、目立った臨教審

の何とか部会の特別委員、文科省の委員だったと

か、いろいろなパネルディスカッションのパネラ

ーだったとか、ネームバリューないと表彰されな

いところがある。 

 これに対して守谷のほうは、ポイントが地道な

努力。これがいいなと思う。一番地味ですから、

教員の仕事って。だから、それを認めてあげると

いうのが大事なことだと思う。 

 ただ、そういう学校風土って、こういう表彰と

いうものに対しては、非常に控えめで、教員って

意外に謙虚だと言えば謙虚。各学校、13校あると

思うが、推薦が上がってくるのか。 

 

 正式にこれから推薦が上がってくるかと思う

のですけれども、お示ししたように、自推もあり

ます。それから、他推もあります。そして校長先

生の推薦もあるところなのですが、校長先生方に

校長会などで、この前段階として、一度こういう

ことを考えているのだけれどもということでお

伝えしたところ、すぐに、うち複数上げたいのだ

けれどもとか、そういった声も聞こえる学校もご

ざいます。 

 もちろん悩まれるところもあるかと思うので

すが、前向きに各学校捉えてくださっているので

はないかというふうに捉えています。 

 ただ、難しいと言っているところもあるのも否

めません。 

 

 もう一つは、他市町村でも、市町村独自のこう

いう優秀教員表彰制度というのがあるのか。 
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教育指導課長 

 

椎名委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部長 

 

 

 

 今はないです。 

 

現職の校長だった時代に、非常に優秀な人を推

薦したのですよ、県の優秀教員。そうしたら、い

わゆる目立ったものはない。 

 ただ、本当に勤務は、これ以上の人は茨城県の

教員にいるのかなというぐらいの人だったので

すが、表彰されない。非常に私自身、残念な思い。

本人にそれ言ったら、推薦していただいただけで

私はいいですからという非常に謙虚な方だった

ので、ああいう人が表彰されるべきだなと常に思

っていた。 

 

 教職員はこれでいいが、教職員以外に、いい教

育活動に貢献してくださった方を顕彰する制度

って、守谷あるのか。 

 それから、子供たちも褒めてやりたいなと思

う。児童生徒で顕著ないろいろな活動したり、ス

ポーツや文化活動で優秀な成績を上げた方とい

うのは割と目立つのですけれども、そうじゃなく

ても、児童会や生徒会で地道な活動をしている、

そういう学校の児童であるとか、個人的に社会貢

献的な活動を地道にしている子供とか、大勢の子

供たちの中にいると思う。ぜひ、もし守谷にそれ

がなければ、子供たちを褒めたり。 

 それから、学校教育だけじゃなくて生涯学習の

分野でも、すごく教育委員会のいろいろな事業に

貢献してくださった方を顕彰するような制度は

あってもいいのかなと思う。 

 もし今ないのであれば、そういうのを検討して

いただきたい。 

 

 市民表彰というのがあって、その中で結構、立

哨されている方であったりとか、そういった方々

も今までも表彰という形では送り込んだりとか
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河原委員 

 

 

 

辺見委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

していたりとか。それは市の規定ですけれども。

県のほうでも一応そういう表彰規定はあるので。 

 ただ、学校の生徒さん向けのそういう規定とか

はまだないのですよね。そこは勉強させていただ

ければと思います。 

 

 褒められて嫌がる子供はいない。安売りになっ

てもいいから、褒めたほうがいい教育活動になる

と思う。 

 

 表彰も、本当は茨城教育の日でも、そういうと

ころのタイミングでとか。よくある例で言うと、

教育振興大会というのは各自治体でやっていて、

そこでの表彰とかもありました。 

 守谷市は、そういうのはないでしょうから、何

かそういう教育の日の教育月間にうまく乗せて、

ホームページなり、いろいろなところで励まして

いただければなと思った。 

 

議案第42号「守谷市立教職員の表彰に関する要綱

の制定について」採決を行う 

 

全員賛成〔原案どおり可決した〕 

 

 本当に貴重な御意見いただきまして、ありがと

うございます。 

 少しだけ補足をさせていただくと、後でカット

していただいても構いません。本当に担当課と部

長のほうで考えていただいたもので、先生方から

今、御称賛いただいたとおり、地道な努力にどう

やったら光が当てられるかという、表彰者の対象

を広げるというところに意義があります。 

 ですから、定義に教諭、養護教諭、栄養教諭と

ありますが、講師、養護助教諭、栄養技師も含む

という認識です。ですから、その辺の認識を参事、

課長のほうから、より一層幅広いんだということ
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４ 報告事項       教育長 

 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をこれからお伝えしていただく予定です。 

 さらに、さっき辺見委員からも御助言いただい

たように、顕彰の趣旨からして、個別表彰ではな

くて、８月の教育イベント、未来のもりやウェル

ビーングデイという場を設定する予定です。 

 当日は、市長と子供たちが自分たちで考える未

来の学校、これをテーマにミーティングを行った

り、あとは、中教審委員のサワダさんという方を

招聘して、子供と教員がウェルビーイングについ

て話をしてもらうという、企画を練っております

ので、細かいこと決まりましたら課長のほうか

ら、もちろん委員さん方には御案内をさせていた

だく予定でしたので、ぜひ御指導、御助言いただ

ければありがたいです。よろしくお願いいたしま

す。 

 

 報告第10号「令和７年度守谷市議会６月定例月

議会」の報告を求める。 

 

 報告第10号の令和７年守谷市議会６月定例月

議会について、御報告をさせていただきます。 

 ６月の定例月議会に上程しました教育委員会

所管の議案につきましては、６月17日に議案に対

する討論、採決が行われまして、その結果につい

ての報告となります。 

 初めに、１番の議案第55号 令和７年度守谷市

一般会計補正予算（第１号）についてです。 

 結論から先に申し上げますと、前回の定例教育

委員会で承認をいただきました内容で、変更なく

御承認をいただくことができました。 

 下段の表の物価高騰対策としての民設民営児

童クラブに対する補助金。それから、次のページ

の上段の表のコミュニティ・スクールの活動に対

する支援金。それと、もりや学びの里の経年劣化

による屋外遊具の撤去費。中央図書館大規模改修

工事に伴う臨時窓口開設に伴う費用の補正とな
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ります。 

 ６月４日の開催の総務教育常任委員会におき

ましては、補正の内容を担当課長から説明させて

いただきまして、委員から、もりや学びの里の遊

具撤去について、新たな遊具の設置について質問

がありました。回答としましては、現時点では設

置の予定はない旨を回答しているところでござ

います。 

 審査の結果は、全員異議なく可決すべきものと

決しております。 

 ２番の財産の取得に関する追認議案でござい

ますが、教育委員会関連議案として４件、議案第

59号から64号を上程させていただき、いずれも全

員一致で可決していただきました。 

 総務教育常任委員会では、今後の再発防止策に

ついて質疑がありまして、入札に関する資料への

チェック項目追記や、全職員に対し制度の周知徹

底を図る旨を担当課のほうから回答していると

ころでございます。 

 また、６番の松ケ丘小学校屋内運動場改修工

事、７番の大井沢小学校屋内運動場改修工事の工

事請負契約の締結につきまして、追加の議案を上

程させていただきまして、松ケ丘小学校がオオシ

ン株式会社。それから大井沢小学校が令和建設株

式会社に決定いたしました。 

 さらに、昨年度から継続して進めている黒内小

学校の北門設置工事や、けやき台中学校の校舎と

北守谷公民館の改修工事などの継続費、それから

繰越明許費の報告を担当課から報告させていた

だいているところでございます。 

 次に、２番の市政に関する一般質問への対応と

なります。各議員からの通告内容でございまし

て、黄色で色づけした箇所が教育委員会への質問

事項となります。 

 今回は、議員20名中15名の議員から通告がござ

いまして、そのうち４名の議員から、教育委員会
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に関する質問がありました。 

 まず初めに、山田美枝子議員でございます。 

 まず議員からは、新教育長の教育方針と重点施

策。それと、ICT教育のメリット、デメリット。そ

れから過大規模校対策についての質疑がござい

ました。 

 奈幡教育長から、子供たちの幸せを追い求める

ことにゴールがないこと。変化が激しい時代を生

き抜くための子供たちの学びはどうあるべきか。

また、生成AIの活用や、不登校、いじめ防止に向

けた実効性のある取組を試行錯誤しながら学び

続けていきたいということ。探求的な学びを追求

する守谷型ラーニングスタイルを子供たち、先生

方と一緒につくり上げていくこと。指導、助言す

る行政から、先生や学校と一緒に考えつくり上げ

ていくという伴走型の教育委員会を目指してい

くこと。しいては、それが全体のウェルビーイン

グにつながると確信していることなど、新教育長

としての教育方針等を答弁いただきました。 

次に、ICT教育についてでございます。直井参事

から、学習支援ツール「MetaMoJi」やAI学習アプ

リなどを効果的に活用し、一人一人に適した学び

を実現し、探求的な学びを推進していること。小

中９年間を通じた情報活用能力育成プログラム

を通じた情報リテラシー教育を進めていること。 

 また、生成AIの活用については、各小・中学校

において、児童生徒の表現力や探究活動の支援、

先生方の教材作成の補助など様々な教育活動で

活用していること。本年度から、生成AIオブザー

バーを迎え、リスク管理、指導上の留意点につい

て研修を進めていることを回答してございます。 

 次に、黒内小学校の過大規模校対策として、本

年度から始まった特定地域選択制度について、議

員から、いつまで続けるのか、問題は起きていな

いのかなどの質問がございました。 

 私のほうから、現時点で大きな問題は起きてい
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ないこと。黒内小学校が適正配置基本方針で定め

た24学級以下が見込まれた段階で、通学区域審議

会で制度継続の是非について協議する旨を回答

しております。 

 また、議員から、駅東側への新設校の建設につ

いて質問があり、市長から、新設校の建設は、現

時点では現実的ではないと回答しております。 

 次に、４番の青木議員となります。 

 議員からは、子供の新型コロナウイルス後遺症

についてと題して、後遺症で長期間休んでいる児

童生徒がいるのか、どのようなサポート体制を取

っているのかとの質問がございまして、コロナの

後遺症が原因で長期にわたり休んでいるかは把

握し切れていないこと。後遺症に限らず、児童生

徒や保護者の要望に応じて、オンライン授業など

個別の対応を行っていることなどを回答してお

ります。 

 次に、13番の椎名議員でございます。 

 議員からは、通学路の安全確保と題して、信号

機のない横断歩道や歩道のない通学路について

質問があり、記載のとおり現状をお伝えしており

ます。 

 議員からは、通学路の危険箇所をもっと多くの

方に知っていただくべきとの要望があり、現在

は、市のホームページで通学路の合同点検の結果

等を公表しているが、より多くの方に知っていた

だく効果的な周知方法を検討していくことを回

答しております。 

 最後に、15番の首藤議員です。 

 議員からは、英語検定料補助制度と題して、制

度の概要や補助申請件数、それから事業の効果に

ついて質問があり、英検の取得率は着実に伸び、

守谷の子供たちの英語力は、全国的にも非常に高

いこと。補助による直接的な効果は不明だが、こ

れまでの本市の英語教育の取組が英語力向上に

つながっていることなどをお伝えしております。 
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 なお、議員からは、英検に限らずTOEICや漢検、

それから数検にも補助を出す考えはあるのかと

の質問があり、私が答えるはずだったのですが、

市長のほうから、前向きに考えたいと回答してい

るところでございます。 

 私のほうでは、今のところ、やる考えはないと

言ったのですけれども。というところで、これは

今後の課題となりました。 

 以上が６月の定例月議会に上程しました議案

の審議の結果と一般質問に対する回答となりま

す。 

  

 AIアドバイザーというのは、どんな方を想定し

ているのか。 

 

 AIのコンサルタントを想定しております。情報

教育ももちろんたけていらっしゃいますし、専門

分野はやっぱり生成AIですので、昨年度の研修か

ら携わっていただいておりまして、子供たちに向

けた授業の中での活用はもちろん、セキュリティ

的な側面、そういったところでも講義をしていた

だいているというところです。 

 

 TOEICじゃなくて、TOEFLのほうがいいと思う。 

 大学進学にも今つながって、英検では大学進学

の判定にはならないのですよね。TOEFLのほうが、

大学進学、留学に向けても、それは評価基準にな

るので、もし前向きに検討するなら、そっちのほ

うがよろしいと思いました。 

  

 おっしゃるとおりだと思います。そこは、どれ

を選ぶかとか、いろいろ研究します。 

 

 いろいろな財産を取得されたということで今、

御報告受けたのですが、契約方法、この指導者用

デジタル教科書のみ随意契約ということは、これ
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は数社で扱っているわけではなくて、教科書の販

売会社からでしか購入できないという形になっ

ているからなのか。 

 

 おっしゃるとおりです。入札には適さない案件

となります。 

 

 では、以上で報告事項を終了いたします。 

 次回の７月定例会の日程の確認に移りたいと

思います。会議規則に定める７月25日金曜日でよ

ろしいでしょうか。 

 そうしましたら、７月の定例会、７月25日金曜

日、時刻は13時30分、場所は全員協議会室という

ことになります。 

 では、以上で本日の定例会の議事は全て終了い

たしましたので、会議を終了いたします。大変お

世話になりました。ありがとうございました。 

  

会議録署名人  

 


